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情報コミュニケーションとしての歩行を再考する 

―「介助としての手引き」時の相互交渉を通して― 

 

高橋眞琴＊，鈴木伸尚＊＊  

 

本研究においては，介助としての手引きを行う手引き者 2 名と視覚障害者αによってなさ

れた手引き時の相互交渉の記述より，介助としての手引き者と視覚障害者による「介助とし

ての手引き」の捉え方の一端を明らかにすることを目的とし，「情報コミュニケーション」と

しての手引きについて，再考した。エスノメソドロジーの方法を参照しつつ，「介助としての

手引き」の実践の際の相互交渉を分析した。その結果，視覚障害者αの当事者意識と疑似障

害体験の経験がある手引き者の中で構築されたリアリティのズレが傍証され，実践における

参加者の省察においては，「伝え合う行為」つまり，「情報コミュニケーション」は，教育実

践の基盤となる行為であることが示唆された。今後は，障害理解教育のありかたや大学にお

ける障害のある学生への合理的配慮についても検討が求められる。 

[キーワード：視覚障害，手引き，情報コミュニケーション，合理的配慮，障害理解教育] 

1. はじめに 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システ

ム構築のための特別支援教育の推進(報告)」（中央教育審

議会初等中等教育分科会，2012)においては，学校教育に

おける基礎的環境整備やアクセシビリティについて言及

されている。2014年2月には，日本においても障害者の

権利に関する条約が効力を発し，高等教育においても，

2016年4月に施行される障害者差別解消法に基づいた差

別の取り扱いの禁止や合理的配慮の提供が求められる。 

特に，国立大学法人においては，「不当な差別的な取り

扱いの禁止」および「合理的配慮」が義務となっている。

それゆえ「合理的配慮の提供」と「職員対応要領」が

義務となっている。 

国立大学協会(2015)は，「合理的配慮は，障害の特

性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況

に応じて異なり，多様かつ個別性の高いものであり，

合理的配慮の決定過程においては，権利の主体が障害

者本人にあることを踏まえ，本人の要望に基づいた調

整を行うなど，障害者との建設的対話による相互理解

を通じて，必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応するこ

とが求められる」としている。情報保障やアクセシビ

リティ，メンター制度など障害のある学生への合理的配

慮のありかたについて検討をしていくことが求められる

だろう。 

また，教員養成系大学の学生は，将来的に，児童・生

徒に障害理解教育を行う可能性が高いといえる。芝田

（2010)は，「指導者には障害の意味や捉え方・考え方を

多角的に考察し，より適切に認識しておくことが欠かせ

ない。これは，障害理解教育や社会啓発を推進するため

の基底となるものである」と述べている。 

学校教育で行われている障害理解教育においては，ア

イマスク体験などの疑似障害体験が多くなされている（芝

田，2010)。通常，疑似障害体験では，「車いすやアイマ

スクのような補装具ないし拘束具を用いて，健常者の身

体状態を障害者のそれに近似させることで障害の体験が

可能になる」と考えられてきた(松原・佐藤，2011)。 

芝田(2012)の疑似障害体験プログラム終了時の受講生

の感想においては，「特に，視覚障害児・者を手引きする

際，手引きの条件である安全性・安心感の確保や能率性

などの検討はどのように進めるかが適しているのかは大

切なテーマであり，歩行体験では，ちょっとした環境の

変化であらたな不安・恐怖を多少感じることがある」と

している。 

ただし疑似体験プログラムについては，非障害者同士

で実施されることが多く，障害のある本人の感覚とは差

異がある場合が予測される。 

そこで，本論では，秋谷・佐藤・吉村(2014)での分析

枠組注1を参照にして，介助としての手引きを行う手引き

者2名と視覚障害者αによってなされた手引き時の相互

交渉の記述より，介助としての手引き者と視覚障害者に

よる介助としての手引きの捉え方の一端を明らかにする

ことを目的とする。「手引き」とは，本来は，手引き者と

視覚障害者との間の「情報コミュニケーション」であり，

障害疑似体験における受講者の感想に見られるように，

アイマスクをした状態で，A 地点から B 地点へ安全を確

研究論文 



2                                                                                    鳴門教育大学情報教育ジャーナル 

保しながら移動することに留まらないと考えられる。し

たがって，本論では，「情報コミュニケーション」として

の手引きの意義について，再考していきたい。 

本論の構成は，以下のようになっている。第2節では，

視覚障害者への手引き歩行について，概観する。第3節

では，本研究の方法と調査概要について述べる。第4節

においては，介助としての手引きをボランティアとして

行う学生2名と視覚障害者αによってなされた手引き時

の相互交渉について記述していく。第5節においては，

本研究での内容を踏まえ，「情報コミュニケーションとし

ての手引き」の意義について，検討を加えることで，障

害者の権利に関する条約批准後の障害のある学生への合

理的配慮や障害理解教育の一部への示唆を得る。 

2. 視覚障害者への手引きについて 

「手引き」とは，「視覚障害者が手引き者に誘導される

という受動的な状態を呈してはいるが，実際は，視覚障

害者自身が手引き者の腕を持つという能動的で積極的な

姿勢による方法であり，視覚障害者の自立の一手段とし

て利用されるものである。その背景には，自己決定権の

尊重を基調とする自立生活の理念が存在している。した

がって，手引きによる歩行は，ノーマライゼーションや

社会参加に通じる視覚障害者リハビリテーションの基本

的理念の一端を示すものである」（芝田，2007)とされる。 

芝田(2012)は，視覚障害者への手引きについて，以下

の<1>手引きの条件，<2>手引きの種類，<3>手引きの留意

点の3つに分けて，示唆している。 

 

<1> 手引きの条件 

芝田(2012)によると，手引きの条件は，「①安全性・安

心感の確保，②能率性の検討，③社会牲の検討(見た目に

自然な動きや容姿)，④個別性の検討(視覚障害者・手引

き者の希望，行いやすい方法)の4つであり，安全性・安

心感の確保が最上位である」とする。 

 

<2> 手引きの種類 

芝田(2012)によると，手引きの種類は，2 つの方法が

あるとしている。まず，1つ目の方法は，「歩行指導とし

ての視覚障害者の手引き技術向上のための方法」である。

つまり視覚障害者が「手引き者による合図とそれに即応

した行動を学習しようとするもの」である。2 つ目の方

法は，「介助としての手引きの方法」である。これは，「手

引きを知っている視覚障害者の手引きの方法」で，さら

に，「手引き者による合図とそれに即応した行動を理解し

ている場合」と「手引きを知らない視覚障害者の手引き

の方法，手引き者による合図とそれに即応した行動の理

解が不十分な場合」の2つの場合に区別される。 

本論が対象とするのは，今後の視覚障害者へのボラン

タリーな手引きのあり方を検討するにあたって，手引き

者の経験が十分ではない場合の「介助としての手引き」

である。 

 

<3> 手引きの留意点  

芝田(2012)は，手引きの留意点について，「援助のあり

方」「手引きのあり方」「総合的な判断力」の3点を用い

て説明している。 

まず，「援助のあり方」であるが，「援助はその障害者

の希望に沿って行うというのが原則であり，まず 『話し

合う』『希望を尋ねる』ということが重要である」とする。

この項目については，視覚障害者と援助を行う側(手引き

者)がコミュニケーション可能であることが前提であろう。 

次に，「手引きのあり方」については，「必要に応じて

どのように手引きをすればよいのか，その視覚障害者と

話し合い，手引きの条件のもとに判断をする」と示唆し，

視覚障害者との話し合いの重要性を示唆している。 

「総合的な判断力」については，「手引き者には，常に

確実で適切な判断力が要求されるが，その判断の基準と

なる」のが先述した4つの「手引きの条件」である。総

合的な判断力という形になると，手引きの経験を積んで

いくことで様々な場面に対応できることになるだろう。 

それでは，介助としての手引きは，実際にどのように

なされていくのであろうか。以下，視覚障害者支援を専

門としていない学生が大学内において，視覚障害のある

学生がいた場合，どのように自然な形でサポートしてい

けばいいのかについて検討を加えていくのは，大学で障

害のある学生が学びやすい環境につながるためである。 

3. 本研究について 

(１) 分析枠組について 

本論が参照した秋谷・佐藤・吉村(2014)の研究におい

ては，Garfinkel が提唱したエスノメソドロジーという

社会学における研究方法を用いている。 

エスノメソドロジーとは，ethno(社会成員)が行う

methodology(方法)であり，この研究方法を提唱した

Garfinkel(1984)は，「人々は，日々の発話と行為によっ

て，社会を構築している」と述べている。 

人間の発話と行為は，すなわち，コミュニケーション

でもあり，本論が再考したい「情報コミュニケーション」

としての手引きとも親和性が高いといえる。 

そこで，本論においても，エスノメソドロジーの方法

を参照しつつ，「介助としての手引き」の実践の際の相互

交渉を通して，実践の特徴を明らかにしていきたい。 
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(２) 調査概要 

介助としての手引きの実践場所は，鳴門教育大学のキャ

ンパス内の範囲である(図1参照)。 

実施日は，2015年7月X日である。 

 

 
図 1 介助としての手引きの実践を行った区域(点線

内の区域)，出典：鳴門教育大学「キャンパス

マップ」 

 

参加者は，視覚障害者α，手引き者である大学院生 2

名(手引き者ａ，手引き者 b)及び随伴して観察を行った

第一著者(高橋)，第二著者(鈴木)，高橋研究室の大学院

生2名，学部生2名の計9名であった。 

介助としての手引きについては，手引き者 a，手引き

者bの順に行われた。手引き者aは，人文棟1階ロビー

から出発し，講義棟沿いの屋外通路を経て，大学会館(渦

の里)に行き，そこから附属図書館までを手引きした。ま

た，手引き者bは，附属図書館から講義棟に進み，講義

棟1階にある講義室入室および着席までを担当した。 

手引き者と視覚障害者αの歩行の様子は，随伴者(高橋

研究室，大学院生)1名のビデオカメラで撮影した。併せ

て，視覚障害者αの帽子に装着したウェアラブルカメラ

1台で，視覚障害者αの白杖の動きを中心として捉えた。

また，デジタルカメラで介助としての歩行の全体的な様

子を静止画像で記録した。記録に用いた機器は計3台で

あった。 

介助としての手引きの実践終了後に，参加者全員で実

践に関するディスカッションを行った。ディスカッショ

ンの様子については，随伴者が使用していたビデオカメ

ラを三脚で固定し，撮影した。 

以下，介助としての歩行の参加者について述べる。 

視覚障害者αのコメントによると，2016年現在，年齢

は，39歳であり，18歳まで先天性弱視であったが，以降，

明暗のみ判別可能な光覚弁となり，現在に至っている。

介助としての手引きを行った大学院生2名は，視覚障害

者への支援の実践についての見聞はあったが，実際の視

覚障害者の支援経験は，あまり多くはなかった。しかし

ながら，2名とも特別支援教育への関心が高い学生であっ

た。いずれも本研究で対象とする視覚障害者αとは，初

対面であり，介助としての手引きの経験はなかった。 

 

(３) データの概要について 

随伴者1名のビデオカメラで撮影した動画データには，

視覚障害者αと手引き者の移動の様子及び会話が収録さ

れていた。視覚障害者αの帽子に装着したウェアラブル

カメラには，視覚障害者αの白杖の動きと，視覚障害者

αと手引き者の会話が記録されていた。デジタルカメラ

には，介助としての歩行の全体的な様子が静止画像で記

録されていた。 

随伴者1名のビデオカメラは，介助としての実践が終

了した後に，三脚で固定したが，ディスカッションの様

子が記録されていた。 

尚，本研究で用いる動画データ，画像データの使用に

ついては，視覚障害者α，手引き者 2 名，本稿の著者 2

名より，教育・研究において，相互に利用する旨の同意

書を得ている。 

4. 手引き時の相互交渉の記述の分析 

ここでは，収集した動画データ，静止画像データを用

いて，介助として手引きを行う 2 名(以下，手引き者 a，

手引き者 b)と視覚障害者αとの相互交渉(会話含む)注 2

を記述し，分析を行っていきたい。 

まず，参加者は，人文棟1階ロビーに集合し，講義棟

沿いの屋外通路を経て，講義棟前の階段を通過する。 

 

(１) 人文棟1階ロビー～講義棟前階段 

(0:09) 手引き者 a：じゃあ↑，よろしくお願いします。

(手を広げ人文棟1階の渡り廊下の入り口を示す) 

(0:14) 視覚障害者α：手引き者 a さんは何年生？ x 年

生？ 

(0:16) 手引き者a：x年生です。(笑顔で，視覚障害者α

の方を見る) 

(0:20) 視覚障害者α：x年生で，コースでの在学期間は，

何年間あるんですか？ 

(0:22) 手引き者a：2年間です。 

(0:23) 視覚障害者α：あっ，そうなんだ。 

(0:27) 視覚障害者α：え：：：何か，実習とかあるでしょ？ 

(0:29) 手引き者a：あ:::そうですね，あります。 

(0:30) 視覚障害者α：そりゃ:::大変だ:::。(しばらく

前方を向き歩行) 

(0:31) (手引き者 a，前方を見て，一瞬，口をつぐみ表

情が変化する) 

(0:49) 手引き者 a：階段があります。(とっさに視覚障

害者αが左手で壁を探索する。5段ある階段の段

を確かめながら1歩ずつ降りる。) 

(0:55) 視覚障害者α：は:::い(階段を降り終わる) 
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図 2 視覚障害者αの白杖による階段の探索(視覚障

害者αに装着したウェアラブルカメラより) 

 

 

図3 手引き者aの手引き経路(矢印)，出典：鳴門教

育大学「キャンパスマップ」 

 

ここでは，最初，視覚障害者αが手引き者aの所属学

年や実習の様子を尋ねて，アイスブレイキングを試みて

いるが，手引き者aは，前方にある階段を見て，一瞬で

あるが緊張をしている様子がわかる。 

視覚障害者αも手引き者aの「階段があります」とい

うことばかけに，とっさに，左手をのばし，壁との距離

をはかることで，階段の幅を確認し，白杖で階段を1歩

ずつ確認しながらおりている。 

 

図4 介助としての手引きの実践の様子 

 

(２) 講義棟前階段～大学会館(渦の里) 

(0:55) 視覚障害者α：aさん，おうちはどこですか。 

(0:59) 手引き者a：実家ですか。c県の出身です。[ 

(1:01) 視覚障害者α：あっ！本当に:::(列車名)ね 

(1:07) 手引き者a：そうですね。hhh[ 

(1:08) 視覚障害者α：そうだ，そうだ，ごめん，ごめん，

関西出身だと考えていた。 

(1:11) 手引き者a：hhhhhh 

(1:14) 視覚障害者α：あとは，C県からここの学校に来

たの↑ 

(1:17) 手引き者a：はい，C県からD県に移って::ここ

に来た 

(1:20) 視覚障害者α：あっ，D県にもいた↑:::: 

(1:21) 手引き者a：大学が[Dで 

(1:22) 視覚障害者α：D大学？ 

(1:23) 手引き者a：はい。[ 

(1:24) 視覚障害者α：え:::あ::::本当に:::(D 大学で

の所属学部などの話を続ける) 

(2:25) 手引き者a：あっ階段がある 

(2:28) 視覚障害者α：はい，はい(3段の階段を白杖で1

つ1つ確かめながら降りる) (大学会館前を歩く) 

 

 

図5 手引き者aの手引き経路(矢印)，出典：鳴門教

育大学「キャンパスマップ」 

 

 

図 6 視覚障害者αの白杖による階段の探索(視覚障

害者に装着したウェアラブルカメラより) 

 

(2:32) 視覚障害者α：風強いね。いつもこんなに強い？ 

(2:34) 手引き者a：はい。 

(2:38) 手引き者a：ここ階段がありますね。のぼりの 

(2:40) 視覚障害者α：はい，はい(5 段の階段のうち，

最下段の角を白杖でノックしてから1段ずつ確か

めながらのぼる) 

(2:46) 視覚障害者α：自販機がある？ 

(2:50) 手引き者a:自動販売機がありますね。右の方に。

自動ドアがあって，中に入ります。(介助者aが

手で扉をタッチして，自動ドアを開ける) 
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図7 視覚障害者αの白杖による大学会館階段角の確

認(視覚障害者αに装着したウェアラブルカメ

ラより) 

 

 

図 8 渦の里の自動ドアの前で(視覚障害者αに装着

したウェアラブルカメラより) 

 

ここでは，視覚障害者αが，手引き者aの出身や所属

学部の会話をしているが，手引き者aは，前方にある階

段を認知し，視覚障害者αとのコミュニケーションをし

つつも，階段に注意を払っている様子が見られる。 

また，視覚障害者αは，階段をのぼり終えてすぐに，

大学会館近くにある自動販売機の存在について手引き者

へ確認している。このことは，秋谷・佐藤・吉村(2014)

において，すでに指摘されていることであるが，視覚障

害者が空間に多数あるオブジェクトの中から歩行にとっ

て利用可能なものを適宜，言及して環境を構造化する「資

源」にしているということである注3。つまり，この5段

の階段と自動販売機を結びつけて認知のマップを形成し

ているのだ。 

他方で視覚障害者αは，「風強いね。いつもこんなに強

い？」と質問している。広瀬(2009)は，視覚障害者の「日々

の触覚の活用や新鮮な発見や奥深さがある」ことを示し

ているが，「風強いね。いつもこんなに強い？」という発

問は，視覚障害者αが，歩行の便宜を図る認知マップの

生成に留まらず，絶え間ない強風に触れ，初めて訪れた

鳴門教育大学内でなした新しい発見だと読み取れないだ

ろうか。 

 

(３) 大学会館(渦の里)にて 

(3:06) 手引き者a：涼しい。 

(3:08) 視覚障害者α：ちょっと涼しいね。 

(3:10) 視覚障害者α：何がおいしいの，ここ，あんまり 

買わないとわかんないのかな。 

(3:12) 手引き者a：はい，hhhhh 

(3:17) 視覚障害者α：で，食堂って， 

(3:18) 手引き者a：あ::: 

(3:22) 視覚障害者α：hhhhh 

(3:23) 手引き者a：hhhh，どう案内したらいいか:: 

(3:25) 視覚障害者α：こまるなあ:::ねえ:::: 

(3:26) 手引き者 a：終わってます。（図書館へ全員で移

動) 

 

この時間帯(14 時から 15 時まで)は，食堂の営業が終

了していたため，手引き者aは，閑散とした状況を前に

して，とっさに，どのように説明したらいいのか困惑し

ている様子がうかがえる。 

 

(４) 図書館～講義棟 

(３)のあと，一旦，参加者は，図書館玄関に移動した後

に，手引き者aから手引き者bに交替する。 

(6:21) 視覚障害者α：行きましょうか，bさん 

(6:26) (図書館自動ドアが開く) 

(6:27) 視覚障害者α：暑いなあ:::: 

(6:28) 手引き者b：あっついですね::: 

(6:32) 視覚障害者α：bさんは，どこの出身？ 

(6:33) 手引き者b：E市です。 

(6:35) 視覚障害者α：E市！本当に，E市か。それで，

ずっと学部からここ？ 

(6:45) 手引き者b：学部は，F県に行っていました。階

段あります。 

(6:47) 視覚障害者α：Ｆ県にいたの。へ：：：：公園に

近い？ 

(6:54) 手引き者 b：近いですね。(手引き者 b の学部の

ことを話題に歩く。階段があっても，注意喚起な

しでも，視覚障害者αはのぼる。講義棟に移動) 

(7:17) 視覚障害者α：その F 大学に全盲の子がいてさ

あ:: 

(7:20) 手引き者b：cさん(全盲の学生)は，私のときは，

もういなかったです。(大学卒業後の話題をしな

がら，講義棟に移動) 

(8:18) 手引き者b：今，もう部屋の前に来ました。 

(8:19) 視覚障害者α：あっ，そうなの？ いや，上に行

くのかなと思った。 

(8:21) (手引き者bが講義室のドアをあける。) 

(8:25) 視覚障害者α：じゃあ，入りましょうか。 

(8:27) 手引き者b：ちょっと電気つけま:::す。 
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図9 手引きの際に言及されなかった講義棟前階段 

 

この場面では，手引き者bとの間に，共通の話題があっ

たため，階段について手引き者が意識することなく，の

ぼっていく様子があった。 

 

 
図10 手引き者bの手引き経路(矢印)，出典：鳴門

教育大学「キャンパスマップ」 

 

5. 「情報コミュニケーションとしての手引

き」の意義 
 

介助としての手引きの実践の終了直後に，9 名の参加

者間で1時間のディスカッションを行ったが，その結果，

以下のような内容が考察しうる。 

 

(１) 視覚障害者が捉える安全と手引き者が捉える安全 

本実践の終了後，視覚障害者αからは，次のようなコ

メントがあった。「あの階段は，私にとっては，危険は全

くないです。そのように私が思っているにもかかわらず，

手引き者さんが，『あれは，危険だ』と思ったことは，リ

アリティの認識のズレがあるんです。手引き者の皆さん

の判断で，危険を常に先回りして，安全だとか安全だと

思えるような，つまり，危険を常に回避するような，相

手にとっていいことなのかどうかということは，どうで

しょうか。いろいろなことが，安全の名のもとに避けら

れることになる。何もさせないのがいちばん安全。私の

知る限りでは，障害者というのは，『安全性との戦い』だっ

たのです。安全の名のもとに庇護される方策だったので

す。つまり，健常者と同じようなことをさせると危ない

から，この子たちのためになるためには，安全を優先し

ようという意識は，障害者にとって，いろいろな不利益

がありました。例えば，同じような経験を積むことを回

避することや，同じような内容の活動やサービスにアク

セスできないことなど，安全性という名のもとに正当化

されていく。つまり，そのことは，社会から障害者を排

除するロジックにもつながる。また，このような現実に，

思いが至らない専門家が多い。専門家が安全性を判断す

ることの最大の問題です。学校でも少々痛い思いして，

しんどい思いしていいよって。それが，彼／彼女の人生

にとって財産になるのではないでしょうか。校外学習で，

車で遠回りして，山道をのぼるより，クラスのみんなで，

山道をのぼる経験が大切だと思います。『安全性』ってい

うことばは，人の思考を停止させることがあります。彼

／彼女が，何かチャレンジすること，教員は，その問い

を忘れてはいけないと思います。」 

視覚障害者αのコメントからは，手引き者との「安全」

に関する認識の乖離があることがみてとれる。実践に参

加した手引き者は，過去に，疑似障害体験(アイマスク体

験)を体験した際に，自身が恐怖に感じた経験から，視覚

障害に関するイメージが一旦形成されたとディスカッショ

ンの中で語っているが，その体験から「安全性」に，過

度にこだわっていた自分がいたと告白している。また，

先に示した会話分析の対象とはしていないが，動画には，

講義室に入室後，机と教壇のスペースをぬぐって手引き

をする際に，「どうしようかな」と戸惑った様子で視覚障

害者αを導いていく様子に，その意識が端的に表れてい

る。 

もちろん，学校教育の場において，「安心・安全」とい

うものは，児童・生徒の生命や健康にとって，大前提と

なることは，言うまでもないが，視覚障害者αの「私に

とっては，危険はなかった」という前述の発言について

は，当事者意識と疑似障害体験の経験者の中で構築され

たリアリティのズレを傍証することになると予測される

ため，留意すべきであろう。さらに，この認知のズレ及

び議論は，松原・佐藤(2011)で論じられている社会構築

的な障害観の形成過程を裏付け，本研究の目的である「情

報コミュニケーション」の必要性を論証していると考え

られる。 

 

(２) 視覚障害者の白杖からの発信を受け止める 

本研究においては，視覚障害者αにウェアラブルカメ

ラを装着し，白杖の動きも捉えた。一般的に，疑似障害

体験においては，視覚障害者役，手引き者役に分かれ，A

地点からB地点までを安全に移動することを目的として，

手引き者役が物理的バリアについて，適宜，口頭で視覚

障害者役に伝達することが一般的である。 

しかしながら，本研究で用いたウェアラブルカメラは，

視覚障害者αの白杖の動きが，鳴門教育大学内の各階段
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によって微妙に異なることを捉えていた。例えば，人文

棟から講義棟に至る通路にある階段においては，視覚障

害者αも手引き者aの「階段があります」ということば

かけに，とっさに，左手をのばし，壁との距離をはかる

ことで，階段の幅を確認し，白杖で階段を1歩ずつ確認

しながらおりている。 

大学会館(渦の里)前においては，ます，5 段の階段の

うち，最下段の角を白杖でノックしてから1段ずつ確か

めながらのぼっている。 

講義棟前にある3段の階段については，視覚障害者α

と，手引き者bは，共通の話題，つまり音声言語でコミュ

ニカティブとなっていたため，階段については，手引き

者が意識，言及することがなくとも，視覚障害者αがの

ぼっていく様子が捉えられていた。 

もちろん，バリアとなる地点については，障害種別に

かかわらず，介助者は都度，予告することが被介助者へ

予告，伝達することが大原則となっている。しかし，そ

の大原則を踏まえつつも，介助者は，ノンバーバルコミュ

ニケーションを含めた被介助者の微細な動きを察知した

上で，被介助者とのコミュニケーションを図ることも必

要ではないかということである。また，このことは，疑

似障害体験では，体験することが困難な点であろう。 

 

(３) 視覚障害者と介助者とのアイスブレイキング 

視覚障害者αと手引き者 a，手引き者 b との相互交渉

の記述からみてとれるように，視覚障害者αは，意図的

に，初対面との手引き者2名と出身地や所属について言

及することでとアイスブレイキングを試みている。これ

らのことは，事後のディスカッションの中で視覚障害者

α，筆者2名の見解として，一致したことである。そし

て，おそらく「情報コミュニケーション」として手引き

を捉えた際に問題になるのは，障害当事者が「介助とし

ての手引き」を主体的に利用する際には，(学生ボランティ

アのような)手引き者初心者の多くが緊張する事態を即座

に解決することが重要だと考えている点である。逆に，

障害疑似体験においては，このような相互のコミュニケー

ションを円滑にするという視点は，芝田(2012)の「手引

きの留意点」で重要であることが十分に言及されてはい

るが,ややもすると，(アイマスク等の)疑似体験者の不安

感の解消をそれまで使用していた感覚の欠如に起因させ

ることで埋没してしまう傾向があるのではないかという

ことである。 

上記の点は，今後の高等教育における障害学生支援に

おいても留意すべき内容と予測される。 

 

(４) 教育実践の大枠となる「伝えあう行為」 

介助としての手引きの実践の終了後，手引き者は，自

身のプレイセラピーの実践と本実践とを関連付け，「伝え

る」という行為は，様々な教育実践の大枠になるものだ

と省察している。また，アセスメントに基づく指導計画

についても触れ，アセスメントから得られた児童・生徒

像と，実際に児童・生徒との教育実践から得られた児童・

生徒像の差異について，「客観的なエビデンスについては，

必要ではあるが，それだけでは，判断することができな

い。児童・生徒が抱える困難になるまでの過程を捉える

ことや環境，状況について，様々なものが要因として重

なり合って顕在化していることを認識することが重要で

ある。また，コミュニケーションを行う相手の経験につ

いても把握する必要がある。」と語っている。参加者によ

る本実践における省察において，「伝え合う行為」つまり，

「情報コミュニケーション」は，教育実践の基盤となる

行為であることが示唆された。 

 

(５) 情報コミュニケーションによって，生きてきた文化

を捉え直す 

介助としての手引きの実践の中で，手引き者aに対す

る視覚障害者αの「風強いね。いつもこんなに強い？」

という発問について，筆者らは，歩行の便宜を図る認知

マップの生成に留まらず，絶え間ない強風に触れ，初め

て訪れた鳴門教育大学内でなした視覚障害者αによる新

しい発見だと分析した。 

普段，鳴門教育大学で生活を送っている学生や職員は，

鳴門海峡からキャンパスを吹き抜ける風を，日々体感し

ているわけであるが，視覚障害者αは，鳴門教育大学の

キャンパスにおける今回の「介助としての手引き」の実

践で，鳴門という地の文化や風土に触れあったのである。 

津田(2012)は，「人間が文化の中で一人前になる過程も，

文化を選択し創造する過程も，身体的な経験に比重があ

る。意識的，意図的に行われるよりも，無意識レベルの

できごととして経験する。」と文化を介した教育の重要性

を説いている。高橋・植村・佐藤(2016)は，視覚障害児

向けの布絵本の制作に言及し，「視力がある者と視力がな

い者とは，世界の認識の様式に異なりがある。布の絵本

の製作という場は，互いが住む世界がいかなるものであ

るかを理解しあう機会を提供してくれる。布の絵本，そ

して，電子絵本のように晴眼者と視覚障害者とが一緒に

利用できるものは，教育の道具としてではなく，異なる

世界を生きる2人が出会う場と認識したときに真価を発

揮するといえよう。」と述べている。本実践における「介

助としての手引き」も同様に，異なる世界を生きる視覚

障害者と手引き者が出会う場だったと考えられないだろ

うか。 

6. おわりに 

本研究においては，視覚障害教育や歩行訓練における

専門職にとっては，常識であるといえる「情報コミュニ
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ケーションとしての歩行」について，専門教育を受けて

いない手引き者(学生ボランティア)と視覚障害者との相

互交渉という枠組みで再考した。本実践の参加者にとっ

て，「手引き」というものは，視覚障害者をA地点からB

地点へ安全を確保しながら，移動支援することだけに留

まらず，視覚障害者と手引き者間の情報コミュニケーショ

ンであり，学校教育における障害理解のあり方を捉え直

す機会となった。 

今後，高等教育においても，2016年4月に施行される

障害者差別解消法に基づいた差別の取り扱いの禁止や障

害のある学生に対する合理的配慮の提供が求められる。 

本実践が大学における障害のある学生の理解や支援の

参考になると幸甚である。 
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本実践に協力いただいた視覚障害者αさん，手引き者

aさん，手引き者bさん，特別支援教育専攻高橋研究室

の大学院生，学部生の皆さんにお礼を申し上げます。 

 

(注1) 秋谷・佐藤・吉村(2014)は，歩行訓練士と視覚障

害者(佐藤)とのやりとりの記述から，歩行訓練士による

視覚障害者の空間認知支援の専門的作業の方法について，

エスノメソドロジーを用いて分析を行った。本研究は，

当該研究の方法を参照して研究を行っている。 

 

(注2) 会話記号は以下の通り 

[ 2人以上の会話の重なりが始まる地点を示す。 

↑ 記号直後の音調が上がっていることを示す。 

::: 音が伸ばされていることを示す。 

hhh 笑い声や呼気音を示す。 

文字 下線部が強調されていることを示す。 

 

(注3) ただし秋谷・佐藤・吉村(2014)においては，専門

的な教育・訓練を受けた歩行訓練士が，環境認知に利用

可能な資源の同定に対して意図的・積極的に協働してい

るが，本論文で対象としている専門教育を受けていない

手引き者(学生ボランティア)の場合は，この同定のプロ

セスを必ずしも即座に共有することができないため，ス

クリプト(会話文)上では端的な質問・応答に留まってい

ることが確認される。 
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